
- 69 -

令和５年６月５日

１．出席議員

１番 高 橋 信 広 12番 堤 康 幸

２番 花 下 主 茂 13番 石 橋 義 博

３番 坂 本 治 郎 14番 牛 島 孝 之

４番 水 町 典 子 15番 服 部 良 一

５番 古 賀 邦 彦 16番 中 島 信 二

６番 久 間 寿 紀 17番 栗 原 吉 平

７番 原 田 英 雄 18番 三 角 真 弓

８番 小 山 和 也 19番 森 茂 生

９番 高 山 正 信 21番 川 口 誠 二

10番 川 口 堅 志 22番 橋 本 正 敏

11番 田 中 栄 一

２．欠席議員

20番 栗 山 徹 雄

３．本会議に出席した事務局職員

事 務 局 長 牛 島 新 五

事務局長補佐 加 藤 邦 博

事務局参事補佐兼次長 樋 口 安 澄

書 記 中 島 知 子

書 記 田 中 浩 章
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４．地方自治法第121条により出席した者

市 長 三田村 統 之

副 市 長 松 﨑 賢 明

副 市 長 松 尾 一 秋

教 育 長 橋 本 吉 史

総 務 部 長 原 亮 一

企 画 部 長 馬 場 浩 義

市 民 部 長 牛 島 憲 治

健康福祉部長 坂 田 智 子

建設経済部長 若 杉 信 嘉

教 育 部 長 平 武 文

総 務 課 長 秋 山 勲

財 政 課 長 田 中 和 己
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議 事 日 程 第 １ 号

令和５年６月５日（月） 開会・開議 午前10時

日 程

第１ 会期の決定

第２ 会議録署名議員の指名

第３ 議案上程・説明

第４ 請願委員会付託

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件

第１ 会期の決定

第２ 会議録署名議員の指名

第３ 議案上程・説明

第４ 請願委員会付託

請願第１号 地方財政の充実・強化を求める意見書採択のための請願

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

午前10時 開会

○議長（橋本正敏君）

おはようございます。クールビズの取組により、上着、ネクタイの着脱につきましては、

議員並びに執行部とも御自由にお願いいたします。

マスクの着用につきましては、個人の判断を基本といたしますので、個々の判断を尊重し

ていただきますようお願いいたします。また、議場内での撮影を許可しておりますので、御

了承をお願いいたします。

お知らせいたします。議案書、資料、請願、説明員名簿、提案理由書、一般質問表をタブ

レットに配信しております。

なお、栗山徹雄議員から欠席届を受理しておりますので、よろしくお願いします。

ただいまの出席議員数が定足数に達しておりますので、令和５年第３回八女市議会定例会

を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

議事日程につきましては、会議規則第19条ただし書の規定により、タブレットに配信して

おりますので、御了承をお願いします。

日程第１ 会期の決定

○議長（橋本正敏君）
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日程第１．会期の決定を議題といたします。

会期につきましては、議会運営委員会にて検討していただいておりますので、委員長より

報告をお願いいたします。

○議会運営委員会委員長（川口誠二君）

おはようございます。令和５年第３回八女市議会定例会の運営につきまして、去る５月30

日に議会運営委員会を開催し、協議をいたしました。

まず、会期でありますが、本日６月５日から６月27日までの23日間といたします。

その内容についてでありますが、本日開会をいたしまして、６月12日、13日、16日を一般

質問、16日一般質問終了後と19日を議案審議、20日、21日に委員会、分科会を行い、27日を

閉会日といたしたいと思います。

以上、御報告申し上げます。

○議長（橋本正敏君）

お諮りいたします。本定例会の会期は、ただいま報告のとおり、本日から６月27日までの

23日間にしたいと思います。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（橋本正敏君）

御異議なしと認めます。よって、会期は本日から６月27日までの23日間と決定いたしまし

た。

日程第２ 会議録署名議員の指名

○議長（橋本正敏君）

日程第２．会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第84条の規定により、議長において３番坂本治郎議員、19番

森茂生議員を指名いたします。

日程第３ 議案上程・説明

○議長（橋本正敏君）

日程第３．議案の上程を行います。

市長より報告４件、議案２件の送付を受け、これを受理いたしました。

案件及び議案の朗読は省略し、報告第５号から議案第44号まで計６件を一括議題といたし

ます。

市長より提案理由の説明を求めます。

○市長（三田村統之君）

おはようございます。本日は、令和５年第３回の八女市議会定例会を招集いたしましたと

ころ、御参集を賜りまして誠にありがとうございます。



- 73 -

今定例会に提案いたします案件は報告４件及び議案２件でございます。

ただいまから提案理由を説明いたしますので、よろしくお願いを申し上げます。

まず、報告第５号 八女市土地開発公社の令和４年度決算及び令和５年度事業計画の報告

について御説明申し上げます。

別冊１の令和４年度決算書をお願いいたします。

１ページは事業概要及び理事会開催事項について記載しております。

２ページと３ページの決算報告書は、収益的収入及び支出と資本的収入及び支出に関する

決算額の報告でございます。

４ページと５ページの貸借対照表は、令和４年度末の資産、負債及び資本の現在高を表示

しております。

６ページは損益計算書を、７ページ以降はキャッシュ・フロー計算書、剰余金計算書、財

産目録等について掲載しております。

次に、別冊２の令和５年度事業計画及び予算書をお願いいたします。

１ページの事業計画では、前古賀工業団地造成事業に関する経費を計上しております。

予算につきましては２ページに記載しております。

第２条の収益的収入及び支出は経常的な一般管理経費でございます。

第３条の資本的収入及び支出では、前古賀工業団地造成事業の予算を計上しております。

３ページ以降は予算の明細等を記載したものでございます。

以上が内容の説明でありますが、本件につきましては、土地開発公社の理事会において、

慎重審議の上、承認されたものであることを御報告いたします。

報告第６号 令和４年度八女市一般会計予算継続費繰越計算書の報告について御説明申し

上げます。

庁舎建設事業につきましては、数年度にわたって費用を支出するため、地方自治法第212

条の規定に基づき継続費を設定しておりますが、今回、地方自治法施行令第145条第１項の

規定により、その繰越計算書を報告するものでございます。

次に、報告第７号 令和４年度八女市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について

御説明申し上げます。

今回御報告するものは、さきの３月定例会において繰越明許費の設定をお願いいたしまし

た福祉施設管理運営事業ほか17件でございます。

以上の事業費につきましては、地方自治法第213条の規定に基づき翌年度に繰り越して使

用するものであり、地方自治法施行令第146条第２項の規定により、その繰越計算書を報告

するものでございます。

報告第８号 令和４年度八女市一般会計予算事故繰越し繰越計算書の報告について御説明
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申し上げます。

今回御報告いたします社会福祉施設整備事業ほか６件につきましては、繰越計算書の説明

欄に記載しておりますとおり、令和４年度内の完了が不可能となったため、地方自治法第220

条第３項の規定に基づき翌年度に繰り越して使用するものであり、地方自治法施行令第150

条第３項の規定により、その繰越計算書を報告するものでございます。

議案第43号 八女市税条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。

本案は、地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、所要の規定の整備を行うもの

でございます。

改正の主な内容につきましては、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正

に伴う規定の改正や、道路交通法の改正により特定小型原動機付自転車の区分が新設された

ことに伴い、軽自動車税の種別割の税率等を変更するものでございます。

議案第44号 令和５年度八女市一般会計補正予算（第４号）について御説明申し上げます。

今回の補正は、113,369千円を追加し、総額は42,854,992千円となります。

歳出の内容につきましては、まず、物価高騰対策事業としまして、福岡県の補助事業を活

用した保育所等給食支援事業及び市独自施策による物価高騰に伴う学校給食等に関する負担

軽減事業、そのほか福岡県宿泊税市町村交付金事業等に係る経費でございます。

歳入につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や保育所等給食

支援費補助金のほか、宿泊税交付金等でございます。

以上で全議案の説明を終わります。

議会におかれましては、十分に御審議をいただきまして、原案どおり御承認を賜りますよ

うお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。

以上、よろしくお願いを申し上げます。

○議長（橋本正敏君）

市長の説明は終わりました。

以上で議案の上程を終わります。

日程第４ 請願委員会付託

○議長（橋本正敏君）

日程第４．請願委員会付託を行います。

本定例会において受理した請願は１件であります。

案件は局長をして朗読させます。

○議会事務局長（牛島新五君）

〔朗読省略〕

○議長（橋本正敏君）
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局長朗読のとおり、請願１件を会議規則第137条第１項の規定により、所管の常任委員会

に付託いたします。

以上をもちまして本日の日程は全て終了いたしました。

会期日程に従い、一般質問は６月12日から行います。

本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。

午前10時14分 散会


